
学校別特記仕様書 

 

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和５年版）「4 保安管理業務の対象」に掲げる電

気工作物は、次のとおりとする。 

 

 

１ 事業場の名称        広島県立廿日市特別支援学校 

 

２ 事業場の所在地      廿日市市宮内 10877番地 2 

 

３ 電気設備の概要 

・ 需要設備容量  ア）受電設備容量 300ｋVA 受電電圧 6,600V 

             イ）受電設備容量 300ｋVA 受電電圧 6,600V 

             ウ）受電設備容量 175ｋVA 受電電圧 6,600V 

・ 非常用発電機  発電出力 38ｋVA  電圧 220V 

・ 受変電設備      受変電室 １箇所 

             屋内 キュービクル式 １箇所 

             屋外 キュービクル式 １箇所 

・ 電気室等の数量    １施設（３箇所） 

 

４ 添付資料 

屋内平面図、構内配電線路図、幹線系統図、受変電設備単線結線図  

 

５ 点検頻度 

業務仕様書別紙１による。 

   ただし、令和 10年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。 

 

６ 点検日・時間 

 （１）月次点検 

    停電を伴わない点検  原則学校開校日とする。 

               時間は９時 30分から 16時 30分の間とする。 

    停電を伴う点検    原則学校休業日とする。 

               時間は委託者と受注者で協議の上決定する。 

 （２）年次点検・精密点検 

    原則学校休業日に行う。時間は委託者と受注者で協議の上決定する。 

 

７ 履行期間中に予定されている工事期間 

   予定なし 


